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※参考 固定資産税の住宅用地の特例 

※アパート・マンション等の場合は、戸数×200㎡以下の部分が小規模住宅用地と

なります。 

※併用住宅の場合は、建物の構造、階数、住宅としての利用部分の割合により、

住宅用地となる面積が異なります。 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 
面積が200㎡以下の住宅用地(200㎡を超

える場合は1戸当たり200㎡までの部分) 
１／６ １／３ 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 １／３ ２／３ 
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